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令和２年（受）第１１９８号 損害賠償請求事件 

令和４年３月２４日 第一小法廷判決 

 

            主     文 

       １ 原判決を次のとおり変更する。 

         上告人の控訴に基づき第１審判決を次のとおり変 

          更する。 

          被上告人は，上告人に対し，１５６万３９７８円 

          及びうち１４０万７８０４円に対する平成３０年 

          ５月３１日から，うち１４万円に対する平成２９ 

          年４月２５日から各支払済みまで年５分の割合に 

          よる金員を支払え。 

         被上告人の附帯控訴を棄却する。 

       ２ 訴訟の総費用は，被上告人の負担とする。 

            理     由 

 上告代理人宮田卓弥ほかの上告受理申立て理由（ただし，排除されたものを除

く。）について 

１ 本件は，交通事故によって傷害を受けた上告人が，加害車両の運転者である

被上告人に対し，民法７０９条又は自動車損害賠償保障法（以下「自賠法」とい

う。）３条に基づき，損害賠償を求める事案である。本件においては，上告人の夫

との間で人身傷害条項のある普通保険約款が適用される自動車保険契約を締結して

いた保険会社が，上記交通事故によって生じた上告人の損害について，自動車損害

賠償責任保険（以下「自賠責保険」という。）から自賠法１６条１項に基づく損害

賠償額の支払として金員を受領していることから，上告人の被上告人に対する損害

賠償請求権の額から上記金員に相当する額を全額控除することができるか否かが争

われている。 
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２ 原審の適法に確定した事実関係等の概要は，次のとおりである。 

  上告人は，平成２９年４月２５日，普通乗用自動車を運転中，交差点におい

て，被上告人運転の普通乗用自動車と衝突し，頸椎捻挫等の傷害を受けた（以下，

この事故を「本件事故」という。）。 

 本件事故により上告人に生じた損害の額（弁護士費用相当額を除く。）は，

合計３４１万１３９８円であるが，本件事故における上告人の過失割合は３割であ

ることから，上記割合により過失相殺をすると，上告人が被上告人に対して賠償請

求することができる損害金の額（弁護士費用相当額を除く。）は，２３８万７９７

９円となる。 

 上告人は，本件事故によって生じた損害について，平成２９年６月までに，

被上告人が締結する対人賠償責任保険契約に基づく保険金２３万８２３７円の支払

を受け，平成３０年３月１２日には，自賠責保険から後遺障害による損害賠償額の

支払として７５万円を受領した。 

 上告人の夫は，本件事故当時，三井住友海上火災保険株式会社（以下「訴外

保険会社」という。）との間で，人身傷害条項のある普通保険約款（以下「本件約

款」という。）が適用される自動車保険契約（以下「本件保険契約」という。）を

締結しており，上告人は上記条項に係る被保険者であった。 

 本件約款中の人身傷害条項及び基本条項には，要旨，次のような定めがあっ

た。 

ア 訴外保険会社は，被保険車両の運行に起因する事故等に該当する急激かつ偶

然な外来の事故により，被保険者が身体に傷害を被ることによって被保険者等に生

じた損害に対して，保険金（以下「人身傷害保険金」という。）を支払う。 

イ 訴外保険会社の支払う人身傷害保険金の額は，人身傷害保険金額を限度とし

て，本件約款所定の算定基準に従い算定された損害額（その額が自賠責保険から支

払われる金額を下回る場合には，自賠責保険によって支払われる金額となる。ま

た，賠償義務者があり，かつ，判決又は裁判上の和解において，賠償義務者が負担
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すべき損害賠償額が上記算定基準と異なる基準により算出された場合であって，そ

の基準が社会通念上妥当であると認められるときは，その基準により算出された額

のうち，訴訟費用等を除いた額となる。）から，人身傷害保険金の請求権者に対し

て自賠責保険によって支払われた金員等の既払額を差し引いた額とする。 

ウ 上記アの損害が生じたことにより人身傷害保険金の請求権者が損害賠償請求

権その他の債権を取得し，その損害に対して訴外保険会社が支払った人身傷害保険

金の額が上記イの損害額の全額に満たない場合には，上記債権の額から，人身傷害

保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額の限度で，上記債権が訴外保険

会社に移転する（以下「本件代位条項」という。）。 

  上告人は，本件事故に関して，平成２９年５月６日，訴外保険会社に対し，

本件保険契約に基づき，対人賠償保険金及び人身傷害保険金を請求した。その際，

上告人が訴外保険会社に提出した請求書（以下「本件保険金請求書」という。）に

は，①対人賠償保険金の請求で，自賠責保険金相当額との一括払により保険金を受

領した場合は，自賠法に基づく保険金の請求受領に関する一切の権限を訴外保険会

社に委任する旨，②人身傷害保険金を受領した場合は，その額を限度として上告人

が有していた賠償義務者に対する損害賠償請求権及び自賠法に基づく損害賠償額の

請求受領権が訴外保険会社に移転することを確認する旨の各記載があった。 

 上告人は，同月３１日，訴外保険会社から，自ら自賠責保険に直接請求するとい

う方法がある旨の説明を受けた上で，人身傷害保険金について，訴外保険会社が自

賠責保険による損害賠償額の支払分を含めて一括して支払うことを承諾した。 

  上告人は，平成３０年５月２４日，訴外保険会社に対し，本件保険契約に基

づく人身傷害保険金を受領するに当たり，「保険金のお支払いについての協定書」

（以下「本件協定書」という。）を提出した。本件協定書には，上告人が，本件事

故による上告人の被上告人に対する損害賠償請求権は，自賠責保険への請求権を含

め，受領した人身傷害保険金の額を限度として訴外保険会社に移転することを承認

する旨の記載があった。 
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  上告人は，本件事故によって生じた損害について，訴外保険会社から，平成

３０年５月１５日までに１４万６６８３円，同月３０日に９６万３４９８円の各支

払を受けた（以下，これらの金員を「本件支払金」という。）。本件約款所定の算

定基準に従い算定された本件事故によって生じた上告人の損害額（２０９万８４１

８円）は，本件保険契約における人身傷害保険金額の限度内であり，本件支払金

は，上記損害額から，上告人が受領した上記 の既払額（被上告人が締結する対人

賠償責任保険契約に基づく保険金２３万８２３７円と自賠責保険から後遺障害によ

る損害賠償額の支払として受領した７５万円の合計額）を控除した額と同額であっ

た。本件支払金の全額が人身傷害保険金であるとした場合には，本件代位条項に基

づき訴外保険会社が代位取得する上告人の債権の範囲は８万６７６２円である。 

  訴外保険会社は，その後，本件事故について，自賠責保険から上告人の傷害

による損害賠償額の支払として８３万５１１０円（以下「本件自賠金」という。）

を受領した。 

３ 原審は，上記事実関係等の下において，要旨次のとおり判断して，上告人の

請求を一部認容すべきものとしたが，その際，上告人が自賠責保険から後遺障害に

よる損害賠償額の支払として受領した７５万円は支払時における損害金元本に対す

る本件事故の日からその支払日までの遅延損害金にまず充当されるという上告人の

主張について，特段の理由を示すことなくこれを排斥し，上記金員の全額を上告人

の損害金元本に充当する旨判断した。 

上告人は，自賠責保険に直接請求することもできるという選択肢を示されなが

ら，訴外保険会社が自賠責保険金を含めて保険金を一括して支払うことを承諾し，

上告人が人身傷害保険金を受領した場合は，その額を限度として上告人が有してい

た自賠責保険金の請求受領権が訴外保険会社に移転することを確認したのであるか

ら，上告人と訴外保険会社との間では，上告人が訴外保険会社から受領する保険金

には自賠責保険金が含まれるとの合意があったものということができる。また，本

件協定書によれば，上告人は，訴外保険会社に対し，受領した人身傷害保険金の限
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度で自賠責保険金の受領権限を委任したものと解される。そうすると，訴外保険会

社は，上告人の委任に基づき本件自賠金の支払を受けたものであり，上告人は，こ

れに先立ち本件支払金を受領したことにより本件自賠金の支払を受けたことになる

と解すべきである。したがって，上告人の被上告人に対する損害賠償請求権の額か

ら本件自賠金に相当する額を全額控除することができる。 

４ しかしながら，原審の上記判断は是認することができない。その理由は，次

のとおりである。 

  本件約款によれば，人身傷害条項の適用対象となる事故によって生じた損害

について訴外保険会社が保険金請求権者に支払う人身傷害保険金の額は，保険金請

求権者が同事故について自賠責保険から損害賠償額の支払を受けていないときに

は，上記損害賠償額を考慮することなく所定の基準に従って算定されるものとされ

ている。このことからすれば，訴外保険会社と保険金請求権者との間で，人身傷害

保険金について，訴外保険会社が保険金請求権者に対して自賠責保険による損害賠

償額の支払分を含めて一括して支払う旨の合意（以下「人傷一括払合意」とい

う。）をした場合であっても，本件のように訴外保険会社が人身傷害保険金として

給付義務を負うとされている金額と同額を支払ったにすぎないときには，保険金請

求権者としては人身傷害保険金のみが支払われたものと理解するのが通常であり，

そこに自賠責保険による損害賠償額の支払分が含まれているとみるのは不自然，不

合理である。加えて，本件代位条項によれば，人身傷害保険金を支払った訴外保険

会社は，人身傷害保険金の額と被害者の加害者に対する過失相殺後の損害賠償請求

権の額との合計額が，被害者について社会通念上妥当であると認められる判決等の

基準により算出された過失相殺前の損害額に相当する額を上回るときに限り，その

上回る部分に相当する額の範囲で保険金請求権者の賠償義務者等に対する債権を代

位取得するものとされているので，本件のように被害者の損害について過失相殺が

される場合には，訴外保険会社が人身傷害保険金の支払により代位取得することが

できる上記債権の範囲は保険金支払額を下回ることとなる。この場合において，人
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傷一括払合意により訴外保険会社が支払う金員の中に自賠責保険による損害賠償額

の支払分が含まれるとして，当該支払分の全額について訴外保険会社が自賠責保険

から損害賠償額の支払を受けることができるものと解すると，訴外保険会社が，別

途，人身傷害保険金を追加払しない限り，訴外保険会社が最終的に負担する額が減

少し，被害者の損害の塡補に不足が生ずることとなり得るが，このような事態が生

ずる解釈は，本件約款が適用される自動車保険契約の当事者の合理的意思に合致し

ないものというべきである。 

また，本件保険金請求書では，対人賠償保険金の請求において自賠責保険金相当

額との一括払により保険金を受領した場合には，自賠法に基づく保険金の請求及び

受領に関する一切の権限を訴外保険会社に委任するものとされているのに対し，人

身傷害保険金を受領した場合には，その額を限度として上告人が有していた賠償義

務者に対する損害賠償請求権及び自賠法に基づく損害賠償額の支払請求権が訴外保

険会社に移転することを確認するものとされており，対人賠償保険金の受領の場合

と人身傷害保険金の受領の場合とで異なる説明内容となっている。さらに，本件協

定書においても，上告人の被上告人に対する損害賠償請求権及び自賠責保険への請

求権は，上告人が受領した人身傷害保険金の額を限度として訴外保険会社に移転す

ることを承認するものとされている。人身傷害保険金の受領に関する上記各書面の

説明内容と本件代位条項を含む本件約款の内容とを併せ考慮すると，上記各書面の

説明内容は，訴外保険会社が本件代位条項に基づき保険代位することができること

について確認あるいは承認する趣旨のものと解するのが相当であり，上告人が訴外

保険会社に対して自賠責保険による損害賠償額の支払の受領権限を委任する趣旨を

含むものと解することはできない。人傷一括払合意をしていたことは，上記の解釈

を左右するものとは解し難く，そのほか，人身傷害保険金の支払を受けるに当た

り，上告人が訴外保険会社に対して自賠責保険による損害賠償額の支払の受領権限

を委任したものと解すべき事情も存しない。 

 以上によれば，本件においては，上告人が訴外保険会社に対して自賠責保険によ
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る損害賠償額の支払の受領権限を委任したと解することはできず，訴外保険会社が

上告人に対して本件支払金を支払ったことにより自賠責保険による損害賠償額の支

払がされたことになると解することもできない。本件支払金は，その全額につい

て，本件保険契約に基づく人身傷害保険金として支払われたものといえるから，訴

外保険会社は，この支払により保険代位することができる範囲において，自賠責保

険に対する請求権を含む上告人の債権を取得し，これにより上告人は被上告人に対

する損害賠償請求権をその範囲で喪失したものと解すべきであり，その後に訴外保

険会社が本件自賠金の支払を受けたことは，上告人の被上告人に対する損害賠償請

求権の有無及び額に影響を及ぼすものではない。 

 したがって，上告人の被上告人に対する損害賠償請求権の額から，訴外保険会社

が本件支払金の支払により保険代位することができる範囲を超えて本件自賠金に相

当する額を控除することはできないというべきである。 

  なお，被上告人の損害賠償債務は，本件事故の日に発生し，かつ，何らの催

告を要することなく，遅滞に陥ったものであるところ（最高裁昭和３４年（オ）第

１１７号同３７年９月４日第三小法廷判決・民集１６巻９号１８３４頁参照），自

賠責保険から損害賠償額の支払として受領した金員が支払時における損害金の元本

及び遅延損害金の全部を消滅させるに足りないときは，遅延損害金の支払債務にま

ず充当されるべきものであり（最高裁平成１６年（受）第５２５号同年１２月２０

日第二小法廷判決・裁判集民事２１５号９８７頁参照），上告人が自賠責保険から

後遺障害による損害賠償額の支払として受領した金員について，本件事故の日から

その支払日までの上告人の損害金元本に対する遅延損害金に充当することが否定さ

れる理由はない。 

 ５ 以上と異なる原審の判断には，判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違

反がある。論旨はこの趣旨をいうものとして理由がある。 

そして，前記事実関係等及び上記４に説示したところによれば，１５６万３９７

８円（弁護士費用相当額１４万円を含む。）及びうち１４０万７８０４円に対する
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本件支払金の支払日の翌日である平成３０年５月３１日から，うち１４万円に対す

る不法行為の日である平成２９年４月２５日から各支払済みまで年５分の割合によ

る遅延損害金の支払を求める上告人の請求は，理由があるから，原判決を主文第１

項のとおり変更することとする。 

 よって，裁判官全員一致の意見で，主文のとおり判決する。 

(裁判長裁判官 安浪亮介 裁判官 山口 厚 裁判官 深山卓也 裁判官    

岡 正晶 裁判官 堺  徹) 


